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Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

d)危機管理（情報、水防、避難）の取組状況

「平成23年7月新潟・福島豪雨水害現地検証チーム」

第１回全体会合
資料３－４

【テーマ別検証】

平成２３年９月２２日



1

検証項目と検証手法【危機管理】（案）

・記者発表等の時系列整理と報道結果整理

・出水中のCCTV画像の報道例整理

・発表資料における防災用語の改善状況

２）広報の効果・課題について

・記者発表の内容、タイミング、発表方法

・TV局に提供しているCCTV画像情報

・災害時協定業者活動状況整理

・県より情報収集（応急措置・自衛隊等）

・水防計画等と活動実態との比較整理

３）信濃川、五十嵐川、中ノ口川の超過洪水時に

おける課題について

・HWLを超える水位状況における水防活動上の

対応・課題（安全管理含む）

・水防団活動状況整理

（水防活動箇所、実施工法、団員数、写真、出動指示時刻、出動の理由）

・時系列整理

・水防管理団体等ヒアリングによる水防活動時の課題整理

２）水防団（消防団）等が行った水防活動の実績

及び課題について

・「もぐり橋」等の協定（覚書）箇所

・上記以外の箇所

・発信した情報の時系列整理（信濃川下流・中ノ口川・五十嵐川）

・県、市へのヒアリングによる把握

【ヒアリング項目】

情報伝達時間、情報の有効性（水防活動、避難勧告等に生かされたか）、

出水中に必要と思われた情報

１）河川管理者が行った情報提供の効果・課題に

ついて

・水防警報、洪水予報など法律に基づく情報

・その他に、法律に基づかない情報（川の防災

情報、Xバンドレーダー等）

水防活動

避難活動

危機管理

検証テーマ

２）ハザードマップ等氾濫事前情報の果たした効

果について

・ハザードマップ整備の有無による違い

（三条市：有り、 加茂市：無し）

・まるごとまちごとハザードマップの実施の有無

・水位と避難勧告時系列整理

・勧告等に使われた情報の網羅的整理

（河川管理者、民間気象会社、気象庁、市職員・消防団の情報等）

・ハザードマップの整備状況整理

・まるごとまちごとハザードマップ実施状況整理

・市へのヒアリングによる把握

【ヒアリング項目】

避難判断に有効だった情報、避難判断基準と避難実施状況、H16豪雨を

受けての避難対策、ハザードマップ（配布状況、活用状況、作成しない理由

（今後の必要性）、有効性）、まるまち実施の有効性、今後の整備予定

１）避難活動の実績・課題について

・河川水位と避難勧告・指示の関係把握

・避難勧告等の判断に有効な情報

・避難対策

・豪雨災害対策緊急アクションプランを受けて改善状況整理（国、県、自治体）１）危機管理対応について

検証手法検討事項

赤文字：今回の全体会合で説明する内容
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平成１６年豪雨水害後のとりくみ （緊急アクションプラン）

• 総合的な豪雨災害対策についての緊急提言 【平成１６年１２月２日】

①ソフト対策とハード整備が一体となった減災体制の確立
②治水安全度の早期向上のための多様な整備手法の導入、既存施設の有効活用、管理の高度化

【具体的施策】
・送り手情報から受けて情報への転換を通じた災害情報の提供の充実
・平常時からの防災情報の共有の徹底
・迅速かつ効率的な防災施設の機能の維持向上
・地域の防災対応力の強化

豪雨災害対策緊急アクションプランを国土交通省が策定（平成１６年１２月１０日）

平成１６年の水害、土砂災害、高潮災害から自然的状況、社会的状況の変化による新
たな災害対策の課題が明らかになった。
これらの新たな課題に的確に対応しつつ、早期に安全度を高め、被害を最小化すること
が基本的命題

社会資本整備審議会河川分科会 豪雨災害対策総合政策委員会(平成16年11月11日設立）
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① 局所的な集中豪雨が多発しており、流域が比較的小さい中小河川での中小河川での洪水予洪水予警報警報
などのなどの水害時の情報提供の充実水害時の情報提供の充実。

② 被災経験が減少して危機意識が低下している中で、災害時に的確な行動が行われるよ

う危険の程度を実感できる危険の程度を実感できる浸水想定区域及び洪水ハザードマップの作成浸水想定区域及び洪水ハザードマップの作成
の促進の促進。

③ 風水害による死者・行方不明者の多くは高齢者であること、園児が浸水した保育園に取

り残される事態が生じたことなどを踏まえ、災害時要援護者に対する災害時要援護者に対する警戒避難体警戒避難体
制の充実制の充実。

④ 地域コミュニティの衰退や水防団員の減少など地域の共助体制の弱体化が懸念されて

おり、現在の社会状況に即した水害防止体制の強化。

平成１６年豪雨水害後のとりくみ （緊急アクションプラン）

総豪雨災害対策緊急アクションプランを受けての水防法改正

全国の大河川及び中小河川の約２，２００河川のうち約１，８７０河川（H22.3末）で
「はん濫警戒情報」発出の目安となる「避難判断水位」を設定
※H1７．６ (水防法改正後）１，１８７河川→１，８７０河川
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１．判断・行動に役立つリアルタイム情報の伝達・提供
①降雨の予測と洪水予測システムの改善
②危険の程度を実感できる災害情報
③ヘリコプターによる広域的な情報収集・提供
④住民及び自治体への伝達のための防災情報ネットワーク
⑤ハザードマップ等の平常時からの啓発

２．関係機関相互の連携
①都道府県、自治体、警察及び消防等の防災関係機関
②ＮＨＫ等のマスメディア、ＮＴＴ等の通信事業者
③水防団の体制充実と強化

３．都道府県等の災害への広域連携・支援
①応急復旧のための技術支援、資機材や排水ポンプ車の提供
②早期の災害復旧・復興のための柔軟な支援
③地方局間の広域的な連携と支援体制
④災害体制時の柔軟な組織の運営

○分布型洪水予測システム、XバンドMPレーダの導入【１①】

○わかりやすい量水表の設置（水位観測所、危険箇所）
○氾濫情報の充実【１②】

・１３河川にリアルタイムシミュレーションシステムを導入

○「ほくりく号」配備【１③】

○８０ｍｍルール、ホットラインの充実【１④】

○ハザードマップ作成（H16年度末１０％→H22年度末９９％）

○まるごとまちごとハザードマップ（H22年度末 ５自治体実施済み）

○自治体と光ケーブルを接続し河川情報等を提供【２①】

(H22年度末１１４自治体)

○ＮＨＫ・民放及びケーブルテレビ等14社と協定締結【２②】

・ＣＣＴＶ画像の配信や河川水位情報の提供
・地上デジタル放浪を活用した情報配信

○防災ステーションの整備「H22年度末３箇所【２①】

○利水ダム管理者との洪水時操作連携（H18年7月洪水）【2①】

○各種訓練の充実（水防演習、ロールプレイング訓練など）

○排水ポンプ車の増強（H16年度末19台→22年度末39台】

○TEC－FORCE制度の確立【3①②③】

・中越沖地震や東日本大震災等の災害支援に派遣

○水災害予報センター(H21）、防災課（H17)の設立【３④】

４．河川管理施設の適正な管理
①堤防の点検と強化
②ダム、堰、樋門等の河川管理施設の適正な操作と管理

○浸透に対する堤防詳細点検と対策の充実【４①】

H21年度末までに調査完了。

○樋管操作訓練の充実【４②】

５．災害時の事務所等の機能確保
①事務所等の庁舎の耐水化・耐震化
②発生時の巡視要因や巡視経路の確保

○耐震化工事（河川関係10事務所）H17年度末４→H22年度末10事務所が耐震化済み

○本局、各事務所においてBCP計画を作成（H22年度末）
○CCTV設置の促進（H22年度末535箇所、管内全ての特定区間の監視が可能）

平成１６年豪雨水害後のとりくみ （緊急アクションプラン）

北陸の取り組み全国の取り組み

※【赤字】北陸地整独自で取り組んだ事項、【青字】全国の重点取り組み事項
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保明新田水位観測所
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７月28日～31日（時刻）

水位（ｍ）

計画高水位9.60m

はん濫危険水位8.42m

避難判断水位7.16m

はん濫注意水位5.60m

水防団待機水位5.20m

堤防高(R)

堤防高(L)

堤防高 (L11.46m,Ｒ11.15m)

9.82m（30日11:10）

水防活動に関する情報発信（洪水予報、水防警報）
洪水予報・水防警報の発令状況

保明新田水位観測所における水防警報・洪水予報の発表状況

①
②

③

１

２

３

●現在、発表した水防警報・洪水予報の有効活用について、各市町を対象にアン
ケート調査を実施中。回答内容についてヒアリング形式で詳細を把握する予定。

水防活動等に必要となる危機管理情報は適切に発表

信濃川下流 中ノ口川

10:15 信濃川下流水防警報第１号（準備） 臼井橋 －

11:10 信濃川下流水防警報第２号（準備） 保明新田 －

11:30 信濃川下流水防警報第３号（出動） 臼井橋 －

11:50 信濃川下流水防警報第４号（出動） 保明新田 －

12:20 信濃川下流水防警報第５号（準備） 新酒屋 －

12:50
信濃川下流・中ノ口川 洪水注意報第1号
（はん濫注意情報）

保明新田

13:20 信濃川下流水防警報第６号（準備） 荒町 －

14:00 信濃川下流水防警報第７号（出動） 荒町 －

14:20 信濃川下流水防警報第８号（出動） 尾崎、新酒屋 －

16:55
信濃川下流・中ノ口川 洪水注意報第2号
（はん濫警戒情報）

尾崎、保明新田 白根橋

18:20 信濃川下流水防警報第９号（出動） 帝石橋 －

18:50
信濃川下流・中ノ口川 洪水注意報第3号
（はん濫危険情報）

尾崎、保明新田、帝石橋 道金、白根橋

20:15
信濃川下流・中ノ口川 洪水注意報第4号
（はん濫危険情報）

尾崎、保明新田、帝石橋 道金、白根橋

22:15
信濃川下流・中ノ口川 洪水注意報第5号
（はん濫危険情報）

尾崎、保明新田、帝石橋 道金、白根橋

5:40 信濃川下流水防警報第１０号（状況） 尾崎、保明新田 －

8:20
信濃川下流・中ノ口川 洪水注意報第6号
（はん濫危険情報）

尾崎、保明新田、帝石橋 道金、白根橋

11:35 信濃川下流水防警報第１１号（状況） 尾崎、荒町 －

16:20 信濃川下流水防警報第１２号（状況） 尾崎 －

21:20 信濃川下流水防警報第１３号（状況） 保明新田 －

2:55
信濃川下流・中ノ口川 洪水注意報第7号
（はん濫警戒情報）

尾崎、保明新田、帝石橋 道金、白根橋

3:15 信濃川下流水防警報第１４号（解除） 尾崎、荒町、帝石橋 －

11:15 信濃川下流水防警報第１5号（解除） 新酒屋 －

11:45 信濃川下流水防警報第１6号（解除） 保明新田 －

13:55
信濃川下流・中ノ口川 洪水注意報第8号
（警報解除）

保明新田 白根橋

15:30 信濃川下流水防警報第17号（解除） 臼井橋 －

18:10
信濃川下流・中ノ口川 洪水注意報第9号
（注意報解除）

白根橋

7月29日

7月30日

7月31日

月日 時間 発 信 情 報
発令対象観測所

①

②

③

△

△

△

△

④

④

１

２

３

4

△

△

△

△４

△洪水予報
○水防警報
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■H16.7豪雨後に行った調査では、河川管理者から各市町への伝達時間は平均で約41分（NTT-Ｆ
ＡＸによる伝達）であった。

■H23.7豪雨では、河川管理者か ら各市町への「情報提供メール」による情報伝達に要した時間が
平均で約 ８分。水防法に則った正規の伝達ルート（インターネットFAX）による情報伝達に要した時
間は平均で約２５分であった。

水防活動に関する情報発信（伝達ルートの二重化）

伝達ルートの二重化によりH16.7豪雨時より、H23.7豪雨では３０分以上
短縮して各市町に河川情報を配信

●洪水予報・水防警報伝達系統

信濃川下流河川事務所 新潟県長岡地域振興局

新潟県三条地域振興局

新潟県新潟地域振興局 新潟市

田上町

加茂市

三条市

燕 市

長岡市

情報提供メール（河川管理者→各市町）

水防法に則った正規の伝達ルート（河川管理者→県→各市町）

情報伝達先市町位
置図

住

民

※市町から住民への情報活用は現在アンケート調査中

［伝達ルートの二重化］

６
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水防活動の実績１
■信濃川下流管内で堤防高が不足している橋梁等（潜り橋等）の取り付け部には、迅速な水防対応を図るため、事前に地方公共団体と４箇所の水防
協定（覚書）等を締結し水防活動に万全を期している。
■H23.7新潟福島豪雨時にも協定（覚書）等に基づき水防活動を実施。越水による被害は発生していない。

①

②

③

④

凡 例

● ：基準観測所

▲ ：はん濫危険水位設定箇所

帝石橋水位観測所

保明新田水位
観測所

尾崎水位観測所

R47.2km熊森

▲

▲

①Ｒ16.73k 臼井橋（右岸）：潜り橋

②Ｒ20.55k 小須戸橋（右岸）：潜り橋④R45.2k 尾崎浄水場（右岸）

③L40.86k 瑞雲橋（左岸）：潜り橋

新潟市

三条市

加茂市

燕市

田上町

見附市

道路管理者：新潟県
河川管理者：国
水防管理団体：三条市

取水口管理者：三条市
河川管理者：国
水防管理団体：三条市

道路管理者：新潟市
河川管理者：国
水防管理団体：新潟市

道路管理者：新潟市
河川管理者：国
水防管理団体：新潟市

７
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水防活動の実績２

7月29日18:45 災害対策協定業者へ出動要請
22:00 大型土のう積み締切の設置作業を開始

７月30日 1:15 大型土のう積み作業完了（138袋）
8:40 災害対策協定業者へ土のう積み締切の

更なる補強対策を要請

＊小須戸橋では30日12時30分に最高水位7.68mを記録

・小須戸橋（右岸）での対応状況

信
濃
川

小
須
戸
橋

撮影日：7/30

■小須戸橋右岸の取り付け部の前後は堤防高
が不足。29日19時30分に保明新田水位観測所で
はん濫危険水位を超過し、小須戸橋右岸部が浸
水する恐れが生じたため、新潟市（道路管理者・
水防管理団体）と信濃川下流河川事務所（河川
管理者）が連携して、大型土のう積みを実施。

撮影日：7/30

ヘリからの作業状況

撮影日：7/30

河川水位が上昇したため補強対策を実施

・尾崎浄水場（右岸）での対応状況・瑞雲橋（左岸）での対応状況

■瑞雲橋左岸部は堤防
高が不足。水防協定
（覚書）は、新潟県（道
路管理者）、河川管理
者（信濃川下流河川事
務所）、水防管理団体
（三条市）の３者で締結。
被害は発生していない。

大型土のう工を設置し越水・浸水を防ぐ

撮影日：7/30

■三条市尾崎浄水場
の取水口の前後は堤
防高が不足しているた
め、三条市（取水管理
者・水防管理団体）と
信濃川下流河川事務
所（河川管理者）で協
定（覚書）を締結。土の
う積工を実施。被害は
発生していない。

撮影日：7/30

土のう積により堤防高を確保 ８
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水防活動の実績３

漏水があった箇所については土のう積み等により被害の防止を図る。

堤防裏の漏水箇所は、漏水口の拡大による堤
防決壊を防ぐため、「月の輪工」を実施

・水防団による対応状況

撮影日：7/31

三条市井戸場地先

撮影日：7/30

三条市大野畑地先 田上町後藤地先

撮影日：7/30

・臼井橋（右岸）での対応状況

■臼井橋右岸交差点、及び新臼井橋（仮称）は工事中のため、道路管理者である新潟市が水防対応を実施。平成22年6月に新潟市と河川管
理者で水防対策工法や備蓄資器材等について事前調整を実施し水防対応の円滑化を図る。被害は発生していない。

撮影日：7/30 撮影日：7/30 撮影日：7/30

臼井橋右岸交差点の状況 水防対応箇所に河川水が迫る 新臼井橋での水防活動状況
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水防活動の実績４
■猛烈な降雨により、信濃川下流管内で 堤防の法崩れや護岸の洗堀など、河川管理施設の被災が９７箇所で確認されている。
■計画高水位を越える恐れがあるため、「災害時協定業者」により、被害の拡大を防止するため速やかに応急復旧の対応を実施。
■法崩れが生じた箇所については、ブルーシートで法面を保護し、雨水による被害の拡大を防止。
■浸水の恐れがあった箇所については大型土のう積み等により、住宅地への浸水を防止を図った。

右岸 田上町下横場地先

左岸 新潟市南区堀掛地先

左岸 新潟市南区鋳物師興野地先

撮影日：7/29 撮影日：7/29

撮影日：7/29 撮影日：7/29

撮影日：7/29 撮影日：7/29

撮影日：7/30 撮影日：7/31

左岸 燕市熊森地先

撮影日：7/30 撮影日：7/30

撮影日：7/30 撮影日：7/30

左岸 加茂市鵜森地先 左岸 三条市大島地先

右岸 新潟市秋葉区水田地先 左岸 三条市荻島地先
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水防活動の実績５

五十嵐川（三条市下田地区）：大型土のう＋砂利＋ブルーシートによる越流防止措置

■五十嵐川の一新橋水位観測所では7月29日、30日に計画高水位を超過。
■三条市では計１０１箇所で水防活動を実施。中でも、五十嵐川の破堤箇所が所在する下田地区では、消防団員を中心に計６０箇所で懸命の水防活
動が行われた

大型土のう工

撮影日：7/29 21時頃

三条市江口地先 堤防決壊箇所

撮影日：7/29 21時頃

■中ノ口川でも白根橋水位観測所で7月30日に計画高水位を超過。
■堤防を越水する恐れがあったため、消防団により土のう積み工、シート張り工を行うなど懸命の水防活動が行われた。

中ノ口川 板井観測所（新潟市西区板井地区）

洪水痕跡水位 約５０ｃｍ

撮影日：7/30 中ノ口川4km付近（右岸）

洪水痕跡水位

約80ｃｍ

中ノ口川５km付近中ノ口川11km付近中ノ口川11km付近
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避難情報の発令

避難情報の発令（新潟市（信濃川下流））
新潟県新潟市では、7月29日19時50分に信濃川の水位上昇により、危険な水位に達するおそれがあることから、秋
葉区、南区の4,637世帯、16,614人に避難勧告を発令。 新潟市発令基準

＜信濃川・中ノ口川水位＞

避難準備情報
河川の水位がはん濫注意水位を超え、かつ流域の降雨状
況や降雨予測等から引き続き水位の上昇が見込まれると
き

避難勧告
(1)河川の水位がはん濫危険水位に達することが見込まれ

る場合
(2)河川の水位が避難判断水位に達し、引き続き水位の上

昇が見込まれる場合
(3)堤防の決壊につながるような漏水等を発見した場合

信濃川水系信濃川 保明新田水位観測所（国）
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７月28日～31日（時刻）

水位（ｍ）

ﾋﾟｰｸ9.82m（30日11:10）

はん濫注意水位 5.6 0m

5

4

1

2

水防団待機水位 5.2 0m

3

5

避難判断水位 7.16 m

はん濫危険水位 8.42 m

H.W .L 9.60 m

堤防高 (R1 1.1 5m, L11. 46m )

【洪水予報】はん濫警戒情報(29日16:55)
信濃川下流 保明新田・尾崎水位観測所におい
て避難判断水位（レベル３）到達

【洪水予報】はん濫危険情報(29日20:15)
信濃川下流 保明新田観測所においてはん濫危険水位
（レベル4）到達

避難勧告発令（２９日19:50)
秋葉区：2,544世帯、8830人
南区：２，０９３世帯、８，１８４人

7/30撮影

信濃川

加茂川

保明新田水位観測所

7月２８日 7月２９日 7月３０日 7月３１日
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白根水位観測所（新潟県新潟市南区白根）の「はん濫危険水位」「避難判断水位」の水位は、8.9km地点で設定している。

白根水位観
測所

中ノ口川

信濃川

H23.7.30撮影 中ノ口川（合流点上流４ｋｍ）

避難情報の発令

避難情報の発令（新潟市（中ノ口川））

【提供 中日本航空】

保明新田

0

10

20

30

40

50

60

70

80

２４時 ３時 ６時 ９時 １２時 １５時 １８時 ２１時 ２４時 ３時 ６時 ９時 １２時 １５時 １８時 ２１時 ２４時 ３時 ６時 ９時 １２時 １５時 １８時 ２１時 ２４時
日時

mm

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

時間雨量

累計雨量

白 根 橋

2

3

4

5

6

7

8

9

0
:0
0

3
:0
0

6
:0
0

9
:0
0

1
2
:0
0

1
5
:0
0

1
8
:0
0

2
1
:0
0

0
:0
0

3
:0
0

6
:0
0

9
:0
0

1
2
:0
0

1
5
:0
0

1
8
:0
0

2
1
:0
0

0
:0
0

3
:0
0

6
:0
0

9
:0
0

1
2
:0
0

1
5
:0
0

1
8
:0
0

2
1
:0
0

0
:0
0

3
:0
0

6
:0
0

9
:0
0

1
2
:0
0

1
5
:0
0

1
8
:0
0

2
1
:0
0

0
:0
0

７月28日～31日（時）

水位（ｍ）

ピーク水位6.43m（30日15:00）

H.W.L 5 .9 0 m

堤防高 (R8.24m ,L 8 .3 0 m)

危険水位 5.69m

避難判断水位 5.30m

水防団待機水位 3.40m

はん濫注意水位 3.70m

5

4

3

2

1

28日 29日 30日 31日

【洪水予報】はん濫危険情報(29日20:15)
中ノ口川 白根観測所において、避難判
断水位（レベル3）に到達

避難勧告発令（２９日21:40)
南区：14，738世帯 47，2267
西区：1,640世帯 4,407人
西蒲区：3,205世帯 12,296人

信濃川水系中ノ口川 白根橋水位観測所
【洪水予報】はん濫危険情報(29
日22:15)
中ノ口川 白根観測所において、
はん濫危険水位（レベル4）に到

達

新潟県新潟市では、7月29日21時40分に、中ノ口川の水位上昇により、危険な水位に達するおそれが
あることから、南区、西区、西蒲区の19,583世帯、63,620人に避難勧告を発令。

１３
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避難情報の発令
避難情報の発令（三条市（信濃川下流））
新潟県三条市では、7月29日13時25分に避難準備情報発令（五十嵐川）し、7月29日18時10分には、市内全域に
避難勧告（五十嵐川・信濃川）を発令し、安全な場所へ避難するよう誘導された市民※約１，４６０人が避難所（５７

箇所）に避難した。※新潟県調べの最大値を掲載（現在三条市で詳細人数を調査中）
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7/2910:25頃

【信濃川下流事務所長ホットライン】
笠堀観測所で11:10までの60分雨量
が83mmとなった。更に雨が降り続け
ている。

第一次配備
尾崎水位観測所の水位が8.5m以上の場合

第二次配備
尾崎水位観測所の水位が9.0m以上の場合

避難準備情報
尾崎水位観測所の水位が10.0m以上の場合

避難勧告
尾崎水位観測所の水位が11.0m以上の場合

三条市発令基準＜信濃川水位＞

信
濃
川

中
ノ口

川

尾崎水量観測所

7/30 13:30撮影

信
濃
川

中
ノ口

川

尾崎水量観測所

信
濃
川

中
ノ口

川

尾崎水量観測所

7/30 13:30撮影

信濃川水系信濃川 尾崎水位観測所信濃川水系信濃川 尾崎水位観測所（国）
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７月28日～31日（時刻）水位（ｍ） 堤防高(R)
堤防高(L)
計画高水位13.20m
はん濫危険水位11.08m

避難判断水位9.50m
はん濫注意水位8.70m

水防団待機水位8.20m
三条市 避難勧告水位11.0m

三条市 避難準備情報水位10.0m

ﾋﾟｰｸ12.64m（30日8:50）

H.W.L 13.20m

はん濫危険水位 11.08m

避難判断水位 9.50m

はん濫注意水位 8.70m

水防団待機水位 8.20m

堤防高 (L14.60m)

堤防高 (R13.05m)
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7/28 15:00
第1次配備発令

7/29 12:50第2次配備発令

7/29 13:25
第3次配備発令（五十嵐川に係わる配備）

7/30 15:10
【避難勧告解除】
市内全域（下田地区除く）

7/30 5:30
【避難指示】
下田地区全域

7/29 15:40
【避難勧告】
市内全域（大島、栄地除く）

7/29 15:20
【避難準備】市内全域
【避難勧告】小外谷、曲谷、新屋

7/2918:00頃【ホットライン】
三条市長：尾崎水位観測所の水位がはん濫危険水位
を超えそうだが、信濃川本川も本当に危険な状況なの
かどうか教えてほしい。
信濃川下流所長：楽観できる状況ではない

尾崎水位観測所（新潟県三条市栄町 右岸
44.4k）の「はん濫危険水位」「避難判断水
位」の水位は、長岡市西野新田（右岸47.2k）
で設定している。

しかし、三条市内の危険箇所は、三条市岡
野新田（右岸45.2k）となることから、三条市
では、この危険箇所の水位（11.59m尾崎水位
観測所換算水位）から、H16.7.13洪水の水位
上昇量等を考慮し、「避難準備情報水位」
「避難勧告発令水位」を定めている。

7/29 18:10

【避難勧告】市内全域

１４



15

保明新田
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1.通報対象 →管内のテレメータ雨量80㎜/ｈ以上
2.運用アイテム →携帯電話の河川情報アラーム機能を活用
3.モニタリング体制 → 河川系18事務所が連携分担し、管内全域【直轄河川・県雨量観測所】約450箇所）をカバー

避難情報の発令（市町長へのホットライン）
北陸地方整備局は、市町村への緊急情報連絡体制の確立から、テレメータ雨量観測所において

80mm/h以上の雨量を観測した場合、河川系事務所が連携し、所在する市町村に対して被害発生を

予見等の周知を行っている。

7/29 10時過ぎに田上町保明新田
で時間88ミリ（60分間雨量）、加茂
市黒水で時間92ミリを観測したため、
市長、町長に80ミリルールに基づく
連絡をしました。
【信濃川下流】

7/27 7/28 7/29 7/30

雨量観測所
（60㎜/毎正時1時間）

市町村長

各事務所通報担当者

ホットライン（必要に応じ）
被害の見込み・想定、ポンプ車等
の派遣の可能性など

携帯電話にアラームメール

時間雨量80mm以上

事務所長

伝達ルート

避難情報の発令

１５
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【以下の条件から「逃げどき」を判断】
・自宅の建物形態
・浸水時の水深
・浸水の前か後か

場合によっては
自宅滞在（2階へ移動な
ど）を呼びかけ

市内全戸配布（3万5千戸）（H23
年4月）

住民の避難行動につなげる取り組み

住民の避難行動につなげる取り組み（「逃げどきマップ」三条市豪雨災害対応ガイドブック）
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H19

H20

H22

【取り組みの概要】

・ハザードマップの想定浸水深及び最寄りの避難所を電柱等を使用してまちの中に表示。（7.13水害
箇所は実績の浸水深を表示）
・常日頃からの洪水への意識向上。安全かつ速やかな避難行動につなげる。
・H19、H20は国が実施。H22より三条市で継続して実施。H23以降も範囲を拡大していく予定。

五十嵐川
×

7.13破堤箇所

標識設置範囲（市）

標識設置範囲（国）

三条市役所

1km

三条市

大
河
津
分
水
路

信濃川

五十嵐川

住民の避難行動につなげる取り組み
住民の避難行動につなげる取り組み（まるごとまちごとハザードマップ）【三条市、見附市、新潟市】

１７
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気象庁が配信する緊急地震速報や、国・地方公共団体が配信する
災害・避難情報を、回線混雑の影響を受けずに受信することができ
る。対象エリアにいるユーザーは、月額使用料のほか通信料や情報
料も含め一切無料で利用が可能。

ポイント1

緊急地震速報や災害・避難情報を、回線混雑の影響を受けずに受信す
ることができます
ポイント２
該エリアへ一斉配信された情報をお客様が即時に受信。受信時には、
ポップアップ表示や専用の警告音でお知らせします。

避難情報等を携帯電話に一斉配信（H23年7月～）

（ＮＴＴドコモが提供しているエリアメールサービスと連携）

＊配信情報 避難準備情報、避難勧告、避難指示等の緊急性の高い情報

住民の避難行動につなげる取り組み

住民の避難行動につなげる取り組み（ エリアメールサービス（NTTドコモと協定を締結））【三条市】
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防災情報を迅速かつ的確に住民に伝達

【課題】
屋外スピーカでは気象状況に
よっては十分に聞き取れない

「燕三条ＦＭ」緊急割込放送システムを活用

・高齢者（70才以上）のみ、障害者のみの世帯へ配布（４，５０

０台）
・介護保険サービス事業所、社会福祉施設（保育所・児童館）、
小中学校等の230施設に配布

住民の避難行動につなげる取り組み

【7月30日放送＜信濃川水位上昇＞】
こちらは三条市役所です。
現在、信濃川の水位が上昇しています。三
条地区、栄地区の方でご自宅等の2階以上
にあがれる方は、2階へあがって避難してく
ださい。
その他の方は、避難所に避難してください。
繰り返します。

住民の避難行動につなげる取り組み（緊急告知FMラジオ） 【三条市】
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報道機関への情報提供（記者発表等）

7月31日の新聞報道

8月1日の新聞報道

信濃川下流河川事務所 記者会見状況（8/2）

記者会見翌日（8/3）の新聞報道状況

■出水対応中から広報活動（記者発表）は、多くの新聞社に「H16.7豪雨災害との比較」や「治水対策の効果」を中心に報道された。
■記者会見は出水内容をより詳しく正確に伝達が可能。当日のテレビ放送や翌日の新聞に報道される。

マスコミに提供した治水効果資料 （7/31提供 8/1放送）
２０
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報道機関への情報提供（放送事業者との協定）

●放送事業者との協定

指定公共機関へ河川映像の提供（ＮＨＫ新潟放送局・新潟総合テレビ２社）

H23.7豪雨後に、民間３社から協定締結の要望有り ●ＮＨＫ新潟放送局から地デジ放送による河川情報の提供

流域住民に、河川水位・雨量の状況をわかりやすく提供
洪水被害の予防・迅速な避難に役立てる

■北陸地方整備局では、災害対策基本法に基づく指定公共機関の放送事業者と協定を締結。
■洪水中に「河川情報（河川水位・雨量等）」「河川映像（河川カメラ）」を放送。
■流域住民の洪水被害等の予防、迅速な避難等に役立てる

新潟県内の河川水位・雨量情報は、
「新潟県防災情報システム」を経由
してＮＨＫ新潟放送局へ

国土交通省
北陸地方整備局

テレビ放送

放送局

「協
定
締
結
」

光ケーブル

河川映像

●河川映像の締結状況

㈱新潟総合テレビH23.2.14

NHK新潟放送局H13.11.16

放送局協定締結日

協定締結した放送事業２社に
は、光ケーブルを接続して河
川映像情報を配信

平成23.7豪雨時にニュース等で河川映像を配信 ●ケーブルテレビによる
河川情報の提供

ケーブルテレビ会社はイ
ンターネット「川の防災情
報」から、河川情報の
データを取得して、河川
情報を配信

ｴﾇ･ｼｨ･ﾃｨｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞH22.12.24

放送局協定締結日

(株)エヌ・シィ・テイは、H22.9.14に災害対策基本法における指定地方公共機関に指定。

NHK新潟放送局H22.4.19（新潟県）

放送局協定締結日

H23.3より新潟
県長岡市を中心
に加入者へ河川
情報を配信

H22.4より地デジ放
送のデータ通信を活
用して視聴者に河川
情報を配信
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水防管理団体等へのアンケート調査

●スケジュール（案）
Ｈ２３年９月９日

説明会（＊当日欠席の機関については個別に依頼）
Ｈ２３年９月２８日以降、回収を予定

アンケート結果を踏まえ、詳細な事項確認としてヒアリングを予定

●調査対象者：市町村防災担当者、水防団員等。なお、回答は組織として行う。

アンケート実施目的（主旨）
水防活動や避難活動等の“危機管理”について、洪水時における課題等を抽出。

調査結果は、信濃川下流管内における今後の水防活動や情報伝達等に活用を図るために、信
濃川下流水防連絡会等沿川自治体７機関の防災担当者へ依頼。

●アンケート調査の内容（案）
１）管理者が行った情報提供の効果 →水防警報や洪水予報等の有効活用状況を確認
２）水防団が行った水防活動に関する課題
３）ハザードマップ等はん濫事前情報の果たした効果
４）避難活動に関する課題 →避難勧告等の発令判断における活用した情報等を確認
５）その他

水防活動状況や避難情報等の提供、排水対策等

●ヒアリング調査の内容
新たな防災計画の策定、水防活動の実績及び課題等をヒアリングで確認

●調査対象機関：新潟市、三条市、加茂市、燕市、田上町、見附市、長岡市



23

本資料のまとめ

１）アンケート・ヒアリングによる把握
①H16以降、新たな防災計画の有無

②河川管理者が行った情報提供の効果
③水防活動状況整理
④避難勧告等の判断に有効な情報と避難状況
⑤ハザードマップ等氾濫事前情報の効果

２）検証項目整理
①危機管理対応の改善・強化状況
②広報の効果
③河川管理者が提供した情報の有効性
④水防活動の課題
⑤避難判断に有効な情報
⑥ハザードマップ等の有効性

１）水防活動時の情報伝達は、洪水予報・水防警報等適切に行われ、メールによる
二重化は伝達時間の短縮に有効であった。

２）水防活動は、水防協定箇所、その他、出水中に発見された箇所とも適切に行わ
れた。

１．本資料のまとめ

２．今後の作業項目


